
＜付表２＞「組入対象候補企業群」除外検討に関するフロー 
 

【検討対象とする不祥事項目】 
・各種の不正取引（インサイダー取引を含む） ・贈収賄 ・総会屋への利益供与 
・談合 ・不良商品/製品、事故等の発生およびその際の隠蔽、虚偽報告等 ・薬害 
・不当表示 ・類似商標、デザイン、特許権等の侵害 ・セクシャルハラスメント 
・不当労働行為 ・環境基準等遵守違反 ・環境汚染・各種の法令違反等 ・その他 

※内外の連結対象子会社を含む 
 
                       

 
【収集情報】 

               ※必要に応じて当該企業からも説明聴取 
・新聞等報道情報 
・NPO/NGO 他各種ステークホルダー情報 
・CSRWire, CorpWatch, Amnesty Int’l, 

     Human Rights Watch 等発信情報 
 
 
 
                    常時監視を通じた情報による検討 
                 ※信頼性・信憑性のチェックを含む 
 
                   事実関係の確認                   ２週間 
                                             
 
        事実の場合              事実の確認がまだできない場合 
        （不祥事の確定）                  （係争中を含む） 
  
 

組織的に重大           
な問題や責任                              経過観察(分類Ｙ) 
があるか         NO      

 
事後処置や                    ※不祥事が確定した場合は事実の場合 
対応が適切              のフローに移行  
かつ十分か                     

  YES       NO                                      ２週間 
                      YES 
 

除外(分類Ｚ)                不問 
 
 
除外の事実と理由を公表 

 
翌々評価（データベース改訂）時点に解除検討 

 
問題の改善が 
認められるか 
               NO 
       YES  

 
 
除外解除         解除見送り(翌評価時点に再検討) 
 


